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札幌市旅館業法施行条例（平成１５年条例第１２号）新旧対照表 

現   行 改 正 後 

（旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準） 

第２条 （省略） 

 （旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準） 

第２条 （現行のとおり） 

(1) 玄関帳場を有する場合は、次の要件を満たすものと

すること。 

ア 床面積は、３．３平方メートル以上であること。 

イ・ウ （省略） 

エ 受付窓口は、縦及び横がそれぞれ１メートル以上で

ある開口部を有し、幅０．３メートル以上、長さ１メ

ートル以上の受付カウンターが通路面から適当な高さ

の位置に設けられていること。 

(1) 玄関帳場を有する場合は、次の要件を満たすものと

すること。 

 （削る） 

ア・イ （現行のとおり） 

 （削る） 

オ～キ （省略） ウ～オ （現行のとおり） 

(2)～(4) （省略） (2)～(4) （現行のとおり） 

 （新設） (5) 客室以外の場所に共同で使用する浴室を設ける場合

は、次の要件を満たすものとすること。 

ア 男子用、女子用の別に分けて設けられていること。

ただし、男女で使用時間を分ける措置を講ずる場合そ

の他市長が別に定める場合は、この限りでない。 

イ 浴室の内部を当該浴室の外部から容易に見通すこと

ができないこと。 

 (5)～(7) （省略）  (6)～(8)（現行のとおり） 

 （玄関帳場等を有する構造を持つ簡易宿所営業の施設

の構造設備の基準） 

第３条 玄関帳場その他これに類する設備（以下「玄関

帳場等」という。）を有する構造を持つ簡易宿所営業の

 （玄関帳場等を有する構造を持つ簡易宿所営業の施設

の構造設備の基準） 

第３条 玄関帳場その他これに類する設備（以下「玄関

帳場等」という。）を有する構造を持つ簡易宿所営業の
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施設に係る政令第１条第２項第７号の条例で定める構造

設備の基準については、前条各号（第１号ア及びエ、第

２号並びに第４号を除く。）の規定を準用する。この場

合において、同条第１号中「玄関帳場」とあるのは「玄

関帳場等」と、同条第３号ウ中「客室内」とあるのは

「客室内（共用部分を除く。）」と、同号オ中「２．４

７平方メートル」とあるのは「２．４７平方メートル

（階層式寝台を有する場合にあっては、１．６５平方メ

ートル）」と読み替えるものとする。 

施設に係る政令第１条第２項第７号の条例で定める構造

設備の基準については、前条各号（第２号及び第４号を

除く。）の規定を準用する。この場合において、同条第

１号中「玄関帳場」とあるのは「玄関帳場等」と、同条

第３号ウ中「客室内」とあるのは「客室内（共用部分を

除く。）」と、同号オ中「２．４７平方メートル」とあ

るのは「２．４７平方メートル（階層式寝台を有する場

合にあっては、１．６５平方メートル）」と読み替える

ものとする。 

（玄関帳場等を有しない構造を持つ簡易宿所営業の施設

の構造設備の基準） 

第４条 玄関帳場等を有しない構造を持つ簡易宿所営業

の施設に係る政令第１条第２項第７号の条例で定める構

造設備の基準については、第２条第３号及び第５号から

第７号までの規定を準用する。この場合において、同条

第３号ウ中「客室内」とあるのは「客室内（共用部分を

除く。）」と、同号オ中「２．４７平方メートル」とあ

るのは「２．４７平方メートル（階層式寝台を有する場

合にあっては、１．６５平方メートル）」と読み替える

ものとする。 

（玄関帳場等を有しない構造を持つ簡易宿所営業の施設

の構造設備の基準） 

第４条 玄関帳場等を有しない構造を持つ簡易宿所営業

の施設に係る政令第１条第２項第７号の条例で定める構

造設備の基準については、第２条第３号及び第５号から

第８号までの規定を準用する。この場合において、同条

第３号ウ中「客室内」とあるのは「客室内（共用部分を

除く。）」と、同号オ中「２．４７平方メートル」とあ

るのは「２．４７平方メートル（階層式寝台を有する場

合にあっては、１．６５平方メートル）」と読み替える

ものとする。 

２ （省略） ２ （現行のとおり） 

（善良な風俗を保持する必要がある地域における旅館業

の施設の構造設備の基準の特例） 

第５条 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設で、

その施設の敷地の全部又は一部が別表１に掲げる区域内

（善良な風俗を保持する必要がある地域における旅館業

の施設の構造設備の基準の特例） 

第５条 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設で、

その施設の敷地の全部又は一部が別表１に掲げる区域内
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が 

が 

にあるものの構造設備の基準は、前３条に定めるものの

ほか、次のとおりとする。 

(1)～(3) （省略） 

にあるものの構造設備の基準は、前３条に定めるものの

ほか、次のとおりとする。 

 (1)～(3) （現行のとおり） 

(4) 客室は、次の要件を満たすものであること。 

ア 浴室は、その内部を当該浴室の外から見通すことが

できる構造でないこと。 

イ 横臥している人の姿態を写すための鏡等が天井、

壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又は

ベッドに設けられていないこと。 

(4) 客室の天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに

類するもの又はベッドに、横臥している人の姿態を写す

ための鏡等が設けられていないこと。 

（下宿営業の施設の構造設備の基準） 

第６条 政令第１条第３項第５号の条例で定める構造設

備の基準については、第２条第３号（エを除く。）の規

定を準用する。 

（下宿営業の施設の構造設備の基準） 

第６条 政令第１条第３項第５号の条例で定める構造設

備の基準については、第２条第３号（エを除く。）及び

第５号の規定を準用する。 

２ （省略） ２ （現行のとおり） 

 

 


